別記様式第3号（第4条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　     　通知者番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負　担　区
　　　　　　　
　　年度

農 業 集 落 排 水 事 業 受 益 者 分 担 金 賦 課 決 定 通 知 書

　　　年　　　月　　　日
　　　
 (
印
)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長門市長
次のとおり農業集落排水事業受益者分担金を決定したので、長門
市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則第４条の規定に
　より通知します。

　　分 担 金 額（A）　　徴 収 猶 予 金　額（B）　減  免  金　額（C）　　　差引分担金額（A）－（B）－（C）　　　　単位分担金額
　　　
　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　円　　　　　　　　　　円
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· 本決定について不服があるときは、この決定通知書を受け取った日の翌日から起算して３箇月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
